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第１章 総則 

第１節 目的 

 

「受援計画」とは、災害発生時に被災した自治体が他の公共団体や民間団体から人

的・物的支援を受け入れるための手順や体制を定めた計画である。 

地震などの自然災害によって自治体が被災してしまうと、救助や復旧等に対応する

職員や物資が不足することで円滑な防災対応ができなくなり、地域の被害が拡大して

しまう恐れがあり、また、災害発生時には、目の前の業務に忙殺され受入れ体制が調

整できず、外部からの応援を十分に活用できない事態や応援職員の派遣を断らざるを

得ない事態も発生することが想定される。そのような時、受援計画の策定により、受

援体制が確立し、よりスムーズな対応が可能となる。 

過去の災害でも、被災によって自治体の対応に限界が生じた事例は複数確認されて

おり、こうした状況を踏まえて国は、「地方公共団体のための災害時受援体制に関す

るガイドライン」を発表し、自治体に受援計画の策定を求めていることから、本町に

おいても、「大口町受援計画」（以下、「本計画」という。）を策定することとした。 

本マニュアルは、現時点での整理をまとめたものであるため、適宜、見直しや追加

記載を行う必要があること、また、組織改編等により本町の担当窓口や関係機関連絡

先等に変更が生ずることから、内容を精査し、必要な更新を行うこととする。 
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第２節 本計画の位置づけ 

 

本計画は、地域防災計画、業務継続計画（以下、「ＢＣＰ」という。）に定める業務

を災害時に実施するため、外部からの応援を最大限活用するためのものであり、地域

防災計画とＢＣＰを下支えするものである（図 １）。 

 

図 １ 地域防災計画・ＢＣＰと受援マニュアルの関係 
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１．地域防災計画は、①災害予防、②災害応急対策、③災害復旧・復興を定める。 

２．ＢＣＰは、非常時優先業務を定める（＝災害対策業務＋優先すべき通常業務）。 

３．受援計画は、①受援体制を定めるとともに、受援対象業務を選定したうえで（非常時優

先業務の中から）、②人的支援の受入れ、③業務資源の受入れについて定める。 
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第２章 受援体制 

 

第１節 受援班 

 

南海トラフ地震などの大規模災害が発生した際、受援に関する庁内外の総合調整を

行う「受援班」を、災害対策本部に設置する。 

受援班の組織体制は、様式１ 受援体制 （p.１５）のとおり。 

図 ２ 受援班の組織体制（配席イメージ） 

 

表 １ 受援班の構成・役割 （１）比較的規模が大きい市町村の場合 

構成 担当 役割 

班長 政策推進課長 
ア 受援に関する全体の状況把握・とり

まとめ 

イ 受援に関する全体の管理 

ウ 外部との調整（県、協定締結団体等） 

エ 庁内調整（ニーズ把握等） 

オ 受援に係る調整会議の開催 

人員調整担当 
【統括】政策推進課 主査 

【担当】応援職員 

業務資源担当 
【統括】行政課  主査 

【担当】応援職員 

 

 

 

 

 

 

 

班長 

人
員
調
整
担
当 

業
務
資
源
担
当 

本町職員 

応援職員（受援経験者など） 

【凡例】 

【人員調整担当】 

人的支援に関する調整を行う。 

【業務資源担当】 

災害応急対策等の業務を実施するために必要な資機

材の調達等（例：衛星電話、燃料、電源車、活動空間な

ど）に関する調整を行う。 
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図 ３ 受援班を中心とした調整イメージ 

 

図 ４ 応援受入れ手順（概要） 
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第２節 各部受援窓口 

 

災害対策本部の各部の各班に、班の受援を調整する窓口（以下、「各部各班受援窓

口」という。）を設置する。 

各部各班受援窓口は、様式１ 受援体制 （p.１５）のとおりとする。 

 

表 ２ 各部各班受援窓口の構成・役割 

構成 担当 役割 

各部 

各班 

受援 

窓口 

責任者 
各班長 

（課室長等） 

ア 各部の受援に関する状況把握・とりまとめ 

イ 各部の受援に関する管理 

ウ 部内調整 

エ 受援班との調整 

オ 受援に係る調整会議への参加 

担当者 
各班員 

（課長補佐等） 

 

 

第３節 関係機関の災害時の連絡先 

 

災害時に、県、防災関係機関、協定締結団体などの関係機関と連絡をとる場合は、

様式２ 関係機関連絡先リスト （p.１６～２２）で連絡先を確認する。 

 

 

第４節 災害時における協定の運用担当 

 

各種協定に基づいて、災害時に協定締結団体に対して協力の要請等を行う場合は、

様式３ 災害時応援協定の運用担当窓口 （p.２３～３３）で協定の内容及び災害時

の運用を担当する課を確認する。 
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第３章 人的支援の受入れ 

 

第１節 受援対象業務 

 

１ 受援対象業務 

 

災害対策業務（または非常時優先業務）のうち、様式４ 受援対象業務 （p.３４）

に挙げる業務では、他自治体等から応援を受け入れて対応する。 

受援対象業務については、次節で業務別受援マニュアルを整備する。 

 

◆考え方 ～受援対象業務（様式４）について～ 

「様式４ 受援対象業務」は、熊本地震における受援実績を踏まえ、災害対策業

務（図 １参照）の中で人的支援が必要となる業務を挙げた。その中でも、特に次の

８つの業務については、業務別受援マニュアル（第２節）を優先して整備すること

とする。 

（１）避難所運営 

（２）健康・保健活動（保健師、管理栄養士等の派遣） 

（３）物資集積拠点の運営 

（４）被災建築物応急危険度判定 

（５）被災宅地危険度判定 

（６）住家被害認定調査 

（７）り災証明交付事務 

（８）災害廃棄物処理 

 

２ 受援対象業務の全体像 

 

災害時に先を見越して効果的な対応を行うため、様式５ 受援対象業務の全体像 

（p.３５～３６）で「今後どのような業務が発生するのか。その中で、どのような業

務で応援が必要となるのか。」という全体像を把握する。 
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第２節 業務別受援マニュアル 

 

受援対象業務（第１節）については、様式６ 業務別受援マニュアル （p.３７～

４５）を用い、次の事項を確認しながら、応援職員と連携し、業務を実施する。 

 

（１）本町の担当部班、責任者（職名） 

（２）業務内容と役割分担 

（３）人的支援の要請先、求める職種・資格等 

（４）業務資源（業務実施に必要な資機材、応援職員の活動環境） 

 

◆考え方 ～業務別受援マニュアル（様式６）について～ 

 熊本地震における受援実績を踏まえ、特に人的支援が必要となる業務について、 

支援要請先、必要な業務資源、本庁職員と応援職員の役割分担をあらかじめ想定し 

ておくことで、災害発生時における本町の業務担当職員の疲弊を少しでも軽減する 

ため、業務別受援マニュアルを作成することとする。 

 

◆考え方 ～受援対象業務の更新管理について（今後の課題）～ 

（１）前ページの「考え方」で業務別受援マニュアルを優先的に整備することとし

た８つの業務以外の受援対象業務についても、業務別受援マニュアルを順次 

整備することとする。 

（２）訓練等を通じて、様式４及び様式６は適宜見直すこととする。 

 

 



 

１１ 
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第４章 業務資源の受入れ 

 

第１節 業務資源 

 

災害時に業務を実施するためには、次の２つの観点から業務資源を確保する必要が 

ある。 

 

（１）「全庁共通」の業務資源 

役所の機能を確保するための非常用電力、通信手段等 

 

（２）「受援対象業務ごと」の業務資源 

避難所運営や住家被害認定調査などの受援対象業務ごとに必要な資機材等 

（業務別受援マニュアル（第３章第２節）で挙げた「業務資源」） 

 

災害時に業務資源を確保する際には、様式７ 受援対象の業務資源 （p.４６～４

７）で「何（どの業務資源）を、誰が、どこから確保するのか。」を確認する。 

 

 

◆考え方 ～２つの「物的支援」～ 

物的支援には、次の２つの内容があるが、このうち受援マニュアルの対象は  

「業務資源」とする。 

（１）本町の業務に必要な「業務資源」の受入れ 

衛星電話、燃料、電源車、公用車、用地など、本町が災害応急対策等の業務

を実施するために必要な資機材等をいう。既存の地域防災計画では、ニーズ把

握や調達などを担当する班が定められていない。 

（２）被災者向けの「支援物資」の受入れ 

避難所運営、り災証明発行などと同様に、既存の地域防災計画で担当班や 

業務内容が定められており、詳細については個別業務マニュアルを整備する。 
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第２節 調達先の確保 

 

１ 関係機関の災害時の連絡先 

 

業務別受援マニュアル（第３章第２節）で挙げた「業務資源」の受入れに関して、

災害時に、県、防災関係機関、協定締結団体などの関係機関と連絡をとる場合は、  

様式２ 関係機関連絡先リスト （p.１６～２２）で連絡先を確認する。 

 

２ 災害時における協定の運用担当 

 

業務別受援マニュアル（第３章第２節）で挙げた「業務資源」の受入れに関して、

各種協定に基づいて、災害時に協定締結団体に対して協力の要請等を行う場合は、 

様式３ 災害時応援協定の運用担当窓口 （p.２３～３３）で協定の内容及び災害時

の運用を担当する課を確認する。 
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令和４年１０月１日現在

（１）受援班

部、班 役職 部 課 係

班長 総務部 政策推進課 課長

人員調整担当
（統括）

総務部 政策推進課 主査

業務資源担当
（統括）

総務部 行政課 主査

（２）各部各班受援窓口

部 班等 部等 課 係

総務班 総務部 行政課 課長補佐

情報収集班 総務部 税務課 課長補佐

対応決定班 地域協働部 町民安全課 課長補佐

広報班 総務部 秘書広報室 室長

公共土木対策班
（公共インフラ等）

建設部 建設課 課長補佐

公共土木対策班
（建物、宅地等）

まちづくり部
まちづくり
推進課

課長補佐

衛生・廃棄物班 まちづくり部 環境対策室 課長補佐

避難者対策班 健康福祉部 戸籍保険課 課長補佐

医療活動支援班 健康福祉部
健康生きが
い課

課長補佐

救援物資班 健康福祉部
福祉こども
課

課長補佐

配送調整班 生涯教育部 学校教育課 課長補佐

ボランティア
対策部

災害ボランティア
調整班

社会福祉協議
会

局長

消防・救出部
丹羽広域事務組合
消防本部

丹羽広域事務
組合消防本部

消防課 庶務係 係長

【様式１】受援体制

総務部
受援班

災害対策本部 所属

総務部

救援救護部

役職

災害対策本部 所属
役職

応急復旧部
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p
re

f.
a
ic

h
i.l
g
.j

p
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

代
表

0
5

2
-
9

6
1

-
7

2
1

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

災
害

対
策

セ
ン

タ
ー

（
県

：
第

2
非

常
配

備
（

準
備

強
化

体
制

）
～

第
3

非
常

配
備

）

代
表

0
5

2
-
9

6
1

-
7

2
1

1

（
無

線
発

信
番

号
）

-
6

0
2

-
1

1
0

2
、

1
1

0
5

、
1

1
0

6

o
w

a
ri
@

p
re

f.
a
ic

h
i.l
g
.j

p
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

0
5

8
6

-
7

2
-
1

4
1

1
（

無
線

発
信

番
号

）
ｰ
6

1
3

-
1

1
0

0

ic
h

in
o
m

iy
a
-

k
e
n

s
e
ts

u
@

p
re

f.
a
ic

h
i.l
g
.jp

建
設

部
建

設
課

江
南

保
健

所
総

務
企

画
課

0
5

8
7

-
5

6
-
2

1
5

7
（

無
線

発
信

番
号

）
-
8

1
1

4
-

3
1

、
3

2

健
康

福
祉

部
健

康
生

き
が

い
課

一
宮

市
0

5
8

6
-
2

8
-
8

9
5

9
（

無
線

発
信

番
号

）
ｰ
7

0
3

-
2

-
1

1
2

5
～

1
1

2
7

k
ik

ik
a
n

ri
@

c
it
y.

ic
h

in
o

m
iy

a
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

津
島

市
0

5
6

7
-
5

5
-
9

5
9

4
（

無
線

発
信

番
号

）
ｰ
7

0
8

-
2

3
2

1
、

2
3

2
2

a
n

z
e
n

@
c
it
y.

ts
u

s
h

im
a
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

江
南

市
代

表
0

5
8

7
-
5

4
-
1

1
1

1
（

内
線

：
1

5
0

）

（
無

線
発

信
番

号
）

-
7

1
7

-
2

-
1

5
1

a
n

z
e
n

@
c
it
y.

k
o
n

a
n

.l
g
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

稲
沢

市
0

5
8

7
-
3

2
-
1

2
7

5
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

2
0

-
2

-
4

2
1

、
4

2
2

k
ik

ik
a
n

ri
@

c
it
y.

in
a
z
a

w
a
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

岩
倉

市
0

5
8

7
-
3

8
-
5

8
3

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

2
8

-
2

-
6

3
3

､
6

3
4

k
yo

u
d

o
u

@
c
it
y.

iw
a
k

u
ra

.lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

愛
西

市
0

5
6

7
-
5

5
-
7

1
3

0
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

5
3

-
2

-
3

1
2

、
3

2
2

k
ik

ik
a
n

ri
@

c
it
y.

a
is

a
i.l
g

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

県
愛

知
県

一
宮

建
設

事
務

所

総
合

政
策

部
危

機
管

理
課

尾 張 西 部 市 町 村

災
害

対
策

本
部

尾
張

方
面

本
部

防
災

安
全

局
防

災
部

（
県

：
第

1
非

常
配

備
～

第
2

非
常

配
備

（
準

備
体

制
）

災
害

情
報

セ
ン

タ
ー

（
県

：
第

2
非

常
配

備
（

準
備

強
化

体
制

）
～

第
3

非
常

配
備

）

防
災

安
全

課
（

県
：

第
1

非
常

配
備

～
第

2
非

常
配

備
（

準
備

体
制

）

市
長

公
室

危
機

管
理

課

都
市

整
備

部
防

災
安

全
課

総
務

部
危

機
管

理
課

企
画

政
策

部
危

機
管

理
課

連
絡

先
の

更
新

管
理

担
当

県
防

災
行

政
無

線
連

絡
窓

口

所
属

機
関

名
区

分
衛

星
電

話
そ

の
他

総
務

部
協

働
安

全
課
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災
害

時
優

先
電

話

役
職

等
氏

名
（

固
定

、
携

帯
）

地
上

系
衛

星
系

清
須

市
0

5
2

-
4

0
0

-
2

9
1

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

3
9

-
2

-
3

1
1

1

k
ik

ik
a
n

ri
@

c
it
y.

k
iy

o
s
u

.lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

北
名

古
屋

市
0

5
6

8
-
2

2
-
1

1
1

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

3
6

-
2

-
2

2
1

3

b
o
s
a
i@

c
it
y.

k
it
a
n

a
g
o

ya
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

弥
富

市
0

5
6

7
-
6

5
-
1

1
1

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

5
0

-
1

4
0

1

b
o
s
a
i@

c
it
y.

ya
to

m
i.l
g
.

jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

あ
ま

市
0

5
2

-
4

4
4

-
0

8
6

2
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

4
6

-
2

2
2

3
、

2
2

2
6

s
h

o
b

o
@

c
it
y.

a
m

a
.lg

.j
p

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

豊
山

町
0

5
6

8
-
2

8
-
0

3
5

5
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

3
4

-
2

-
3

8
4

b
o
s
a
i@

to
w

n
.t
o
yo

ya
m

a
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

扶
桑

町
0

5
8

7
-
9

3
-
1

1
1

1
（

内
線

：
３

５
１

）

（
無

線
発

信
番

号
）

-
7

4
1

-
2

-
3

5
1

、
3

5
2

s
a
ig

a
i_

s
c
@

to
w

n
.f
u

s
o
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

大
治

町
0

5
2

-
4

4
4

-
2

7
1

1
（

内
線

：
２

０
１

）

（
無

線
発

信
番

号
）

-
7

4
8

-
2

ｰ
1

5
1

b
o
u

k
ik

ik
a
@

to
w

n
.o

h
a
ru

.lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

蟹
江

町
0

5
6

7
-
9

5
-
1

1
1

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

4
9

-
2

-
2

3
0

、
2

3
1

a
n

s
h

in
@

to
w

n
.k

a
n

ie
.

lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

飛
島

村
0

5
6

7
-
9

7
-
3

4
6

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

5
1

-
2

-
1

2
6

tb
-

s
o
u

m
u

@
v
ill

.t
o
b

is
h

i
m

a
.lg

.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

名
古

屋
市

0
5

2
-
9

7
2

-
3

5
2

3
（

無
線

発
信

番
号

）
-
8

0
-
3

5
2

6
a
3

5
2

3
@

b
o
s
a
ik

ik
ik

a
n

ri
.c

it
y.

n
a
g
o
ya

.lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

瀬
戸

市
0

5
6

1
-
8

8
-
2

6
0

0
（

無
線

発
信

番
号

）
ｰ
7

0
4

-
2

-
5

3
2

k
ik

ik
a
n

ri
@

c
it
y.

s
e
to

.lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

春
日

井
市

0
5

6
8

-
8

5
-
6

0
7

2
（

無
線

発
信

番
号

）
ｰ
7

0
6

-
2

-
6

0
7

2

a
n

z
e
n

@
c
it
y.

k
a
s
u

g
a
i.
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.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

犬
山

市
0

5
6

8
-
4

4
-
0
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4

6
（

無
線

発
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番
号

）
ｰ
7

1
5

-
2

-
1

3
8

2

0
1

0
4

0
0

@
c
it
y.
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u
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m

a
.lg
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地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

小
牧

市
0

5
6

8
-
7

6
-
1

1
7

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

1
9

-
1

5
0

0

k
ik

ik
a
n

ri
@

c
it
y.

k
o
m

a
k
i.l
g
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

尾
張

旭
市

0
5

6
1

-
7

6
-
8

1
2

7
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

2
6

-
2

-
2

4
8

,2
4

9

a
n

z
e
n

a
n

s
h

in
@

c
it
y.

o
w

a
ri
a
s
a
h

i.l
g
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

豊
明

市
0

5
6

2
-
9

2
-
8

3
0

5
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

2
9

-
2

-
4

6
1

4

b
o
u

s
a
i@

c
it
y.

to
yo

a
k
e

.lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

衛
星

電
話

県
防

災
行

政
無

線
そ

の
他

連
絡

先
の

更
新

管
理

担
当

所
属

尾 張 西 部 市 町 村

防
災

環
境

部
防

災
交

通
課

総
務

部
防

災
課

総
務

部
安

全
安

心
課

総
務

課

総
務

部
防

災
安

全
課

総
務

部
災

害
対

策
室

総
務

部
防

災
危

機
管

理
課

総
務

部
安

心
安

全
課

危
機

管
理

部
危

機
管

理
課

区
分

機
関

名
連

絡
窓

口

防
災

危
機

管
理

局
危

機
管

理
企

画
室

市
町

直
轄

組
織

危
機

管
理

課

総
務

部
市

民
安

全
課

市
民

部
防

災
交

通
課

市
民

生
活

部
防

災
危

機
管

理
課

総
務

部
危

機
管

理
課

市
民

生
活

部
防

災
防

犯
対

策
課
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災
害

時
優

先
電

話

役
職

等
氏

名
（

固
定

、
携

帯
）

地
上

系
衛

星
系

日
進

市
0

5
6

1
-
7

3
-
3

2
7

9
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

3
0

-
2

-
2

4
1

b
o
u

s
a
i@

c
it
y.

n
is

s
h

in
.

lg
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

長
久

手
市

0
5

6
1

-
5

6
-
0

6
1

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

3
2

-
2

-
3

6
6

a
n

s
h

in
@

c
it
y.

n
a
g
a
k
u

te
.lg

.jp
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

東
郷

町
0

5
6

1
-
5

6
-
0

7
1

9
（

無
線

発
信

番
号

）
-
7

3
1

-
2

-
2

3
3

2

tg
o
-

a
n

z
e
n

@
to

w
n

.a
ic

h
i-

to
g
o
.lg

.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

0
5

8
7

-
9

5
-
5

1
5

1
n

iw
a
1

1
9

@
ru

b
y.

o
c
n

.n
e
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

0
5

8
7

-
9

5
-
0

1
1

9
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

0
5

8
7

-
9

2
-
3

1
0

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
0

5
8

7
-
5

6
-
0

1
1

0
内

線
：

4
6

3
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

警
備

課
経

由
で

連
絡

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

作
戦

室
0

5
2

-
7

9
1

-
2

1
9

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
2

3
0

-
3

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

代
表

0
5

2
-
7

9
1

-
2

1
9

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
2

3
0

-
3

4

m
a
_
1

0
d

_
3

5
i_

h
q

_
a

g
@

g
b

a
s
e
.g

s
d

f.
m

o
d

.
g
o
.jp

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課

代
表

0
5

6
8

-
7

6
-
2

1
9

1
（

無
線

発
信

番
号

）
-
2

5
0

-
3

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

代
表

0
5

8
ｰ
3

8
2

ｰ
1

1
0

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
自

衛
隊

愛
知

地
方

協
力

本
部

0
5

6
8

-
7

3
-
2

1
9

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

東
海

総
合

通
信

局
0

5
2

-
9

7
1

-
9

2
1

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

東
海

農
政

局
0

5
2

-
2

0
1

-
7

2
7

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

中
部

地
方

整
備

局
0

5
2

-
9

5
3

-
8

3
5

7
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

中
部

運
輸

局
0

5
2

-
9

5
2

-
8

0
0

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

名
古

屋
地

方
気

象
台

0
5

2
-
7

5
1

-
5

1
2

4
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

中
部

地
方

環
境

事
務

所
0

5
2

-
9

5
5

-
2

1
3

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

生
活

安
全

部
防

災
交

通
課

く
ら

し
文

化
部

安
心

安
全

課

総
務

部
総

務
課

扶
桑

出
張

所

警
備

課
警

備
係

大
口

交
番

第
1

輸
送

航
空

隊

第
1

0
師

団

指 定 地 方 行 政 機 関
総

務
部

安
全

防
災

・
危

機
管

理
課

防
災

グ
ル

ー
プ

総
務

課

第
3

5
普

通
科

連
隊

防
災

室
　

運
用

企
画

係

企
画

調
整

室

小
牧

地
域

事
務

所

大
口

出
張

所

第
2

補
給

処

総
務

部
安

全
安

心
課

丹
羽

消
防

署

区
分

機
関

名
連

絡
窓

口
衛

星
電

話
県

防
災

行
政

無
線

そ
の

他
連

絡
先

の
更

新
管

理
担

当
所

属

尾 張 東 部 市 町 村

江
南

警
察

署

自 衛 隊

丹
羽

広
域

事
務

組
合

消
防

本
部

警 察消 防

航
空

自
衛

隊

陸
上

自
衛

隊
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災
害

時
優

先
電

話

役
職

等
氏

名
（

固
定

、
携

帯
）

地
上

系
衛

星
系

独
立

法
人

都
市

再
生

機
構

0
4

5
-
6

5
0

-
0

4
2

4
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

日
本

赤
十

字
社

0
5

2
-
9

7
1

-
1

5
9

1
健

康
福

祉
部

福
祉

こ
ど

も
課

西
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
0

5
2

-
2

9
1

-
3

2
2

6
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

東
邦

瓦
斯

株
式

会
社

0
5

8
6

-
6

4
-
8

9
0

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
中

部
電

力
パ

ワ
ー

グ
リ

ッ
ド

株
式

会
社

0
5

6
8

-
7

1
-
7

1
9

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
愛

知
県

尾
張

水
害

予
防

組
合

0
5

8
6

-
7

2
-
8

5
5

5
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
一

般
社

団
法

人
愛

知
県

ト
ラ

ッ
ク

協
会

0
5

2
-
8

7
1

-
1

9
2

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

名
古

屋
鉄

道
株

式
会

社
0

5
2

-
8

2
5

-
3

1
0

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

株
式

会
社

中
日

新
聞

社
0

5
2

-
2

0
1

-
8

8
1

1
総

務
部

秘
書

広
報

室

株
式

会
社

朝
日

新
聞

社
0

5
2

-
2

3
1

-
8

1
3

1
総

務
部

秘
書

広
報

室

株
式

会
社

毎
日

新
聞

社
0

5
2

-
5

6
4

-
1

4
0

0
総

務
部

秘
書

広
報

室

株
式

会
社

読
売

新
聞

社
0

5
2

-
2

1
1

-
1

1
5

1
総

務
部

秘
書

広
報

室
株

式
会

社
日

本
経

済
新

聞
社

0
5

2
-
2

4
3

-
3

3
1

1
総

務
部

秘
書

広
報

室
東

海
テ

レ
ビ

放
送

株
式

会
社

0
5

2
-
9

5
1

-
2

5
1

1
総

務
部

秘
書

広
報

室
名

古
屋

テ
レ

ビ
放

送
株

式
会

社
0

5
2

-
3

3
1

-
8

1
1

1
総

務
部

秘
書

広
報

室
中

京
テ

レ
ビ

放
送

株
式

会
社

0
5

2
-
5

8
8

-
4

5
7

1
総

務
部

秘
書

広
報

室

テ
レ

ビ
愛

知
株

式
会

社
0

5
2

-
2

0
3

-
0

2
5

0
総

務
部

秘
書

広
報

室

愛
知

県
道

路
公

社
0

5
2

-
9

6
1

-
1

6
2

1
建

設
部

維
持

管
理

課
公

益
社

団
法

人
愛

知
県

医
師

会
0

5
2

-
2

4
1

-
4

1
3

８
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
一

般
社

団
法

人
愛

知
県

歯
科

医
師

会
0

5
2

-
9

6
2

-
8

0
2

0
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
一

般
社

団
法

人
愛

知
県

薬
剤

師
会

0
5

2
-
9

5
3

-
4

5
5

5
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課

指 定 公 共 機 関

本
社

　
災

害
対

応
支

援
室

報
道

部

ニ
ュ

ー
ス

情
報

セ
ン

タ
ー

報
道

局

報
道

制
作

局
報

道
情

報
グ

ル
ー

プ

事
業

部
事

業
課

医
療

業
務

部
第

１
課

事
務

局

名
古

屋
本

社
統

括
セ

ン
タ

ー
(管

理
)

鉄
道

事
業

本
部

計
画

部
管

理
課

編
集

局

愛
知

県
支

部
事

業
部

救
護

・
事

業
推

進
課

中
部

支
社

編
集

セ
ン

タ
ー

中
部

本
社

代
表

室
総

務
グ

ル
ー

プ

名
古

屋
支

社
総

務
グ

ル
ー

プ

区
分

機
関

名
連

絡
窓

口

所
属

指 定 地 方 公 共 機 関

名
古

屋
支

店
設

備
部

災
害

対
策

室

広
域

導
管

部
　

一
宮

事
業

所
長

小
牧

営
業

所
長

調
査

・
広

報
課

総
務

部
業

務
課

総
務

部
総

務
課

衛
星

電
話

県
防

災
行

政
無

線
そ

の
他

連
絡

先
の

更
新

管
理

担
当
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災
害

時
優

先
電

話

役
職

等
氏

名
（

固
定

、
携

帯
）

地
上

系
衛

星
系

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
看

護
協

会
0

5
2

-
8

7
1

-
0

7
1

1
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課

一
般

社
団

法
人

愛
知

県
病

院
協

会
0

5
2

-
2

6
3

-
0

8
0

0
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課

一
般

社
団

法
人

愛
知

県
L
P

 ガ
ス

協
会

0
5

2
-
2

6
1

-
2

8
9

6
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
一

般
社

団
法

人
愛

知
県

建
設

業
協

会
0

5
2

-
2

4
2

-
4

1
9

1
建

設
部

建
設

課

一
般

社
団

法
人

土
木

研
究

会
0

5
2

-
9

3
1

-
6

9
1

1
建

設
部

建
設

課

一
般

社
団

法
人

尾
北

医
師

会
0

5
8

7
-
9

5
-
7

0
2

0
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
一

般
社

団
法

人
尾

北
歯

科
医

師
会

0
5

8
7

-
9

5
-
6

1
6

6
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
公

益
社

団
法

人
愛

知
県

ペ
ス

ト
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
協

会
0

5
2

-
4

5
2

-
7

1
2

2
ま

ち
づ

く
り

部
環

境
対

策
室

尾
北

薬
剤

師
会

0
5

8
7

-
9

3
-
2

6
2

0
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
大

口
町

社
会

福
祉

協
議

会
0

5
8

7
-
9

4
-
0

0
6

0
健

康
福

祉
部

福
祉

こ
ど

も
課

愛
知

北
農

業
協

同
組

合
大

口
支

店
0

5
8

7
-
9

5
-
2

1
2

2
ま

ち
づ

く
り

部
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
公

益
社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
愛

知
県

支
部

0
5

3
2

-
5

1
-
2

7
0

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
公

共
嘱

託
登

記
土

地
家

屋
調

査
士

協
会

 0
5

2
-
2

1
2

-
7

5
3

6
総

務
部

税
務

課

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
建

築
士

事
務

所
協

会
0

5
2

-
2

0
1

-
0

5
0

0
総

務
部

税
務

課

公
益

社
団

法
人

愛
知

建
築

士
会

0
5

2
-
2

0
1

-
2

2
0

1
総

務
部

税
務

課

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
土

地
家

屋
調

査
士

会
0

5
2

-
5

8
6

-
1

2
0

0
総

務
部

税
務

課

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
不

動
産

鑑
定

士
協

会
0

5
2

-
2

4
1

-
6

6
3

6
総

務
部

税
務

課

一
般

社
団

法
人

愛
知

県
産

業
廃

棄
物

協
会

0
5

2
-
3

3
2

-
0

3
4

6
ま

ち
づ

く
り

部
環

境
対

策
室

松
江

市
０

８
５

２
－

５
５

－
５

１
１

５
（

直
通

）
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

指 定 地 方 公 共 機 関

オ
ー

シ
マ

歯
科

や
ま

や
ま

薬
局

事
務

局

そ の 他 公 共 団 体 及 び 防 災 上 重 要 な 施 設 の 管 理 者

連
絡

窓
口

区
分

機
関

名

事
務

局

業
務

課

所
属

衛
星

電
話

県
防

災
行

政
無

線
そ

の
他

連
絡

先
の

更
新

管
理

担
当

そ の 他 公 共 団 体 及 び

防 災 上 重 要 な 施 設 の

管 理 者
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災
害

時
優

先
電

話

役
職

等
氏

名
（

固
定

、
携

帯
）

地
上

系
衛

星
系

介
護

老
人

保
健

施
設

さ
く

ら
荘

0
5

8
7

-
9

5
-
6

7
2

2
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

御
桜

乃
里

0
5

8
7

-
9

5
-
8

1
5

1
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

一
期

一
会

荘
0

5
8

7
-
9

5
-
3

1
1

8
健

康
福

祉
部

健
康

生
き

が
い

課
ハ

ー
ト

フ
ル

大
口

0
5

8
7

-
9

4
-
2

6
6

6
福

祉
こ

ど
も

課
愛

産
商

事
株

式
会

社
0

5
8

7
-
9

5
-
3

4
3

3
総

務
部

行
政

課

中
電

興
業

一
宮

営
業

所
 0

5
8

6
-
7

3
-
8

4
6

3
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
テ

ル
ウ

ェ
ル

西
日

本
株

式
会

社
東

海
支

店
0

5
2

-
3

2
2

-
8

0
9

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
中

部
ケ

ー
ブ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
株

式
会

社
春

日
井

局
0

5
6

8
-
8

5
-
1

1
7

7
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

愛
知

北
エ

フ
エ

ム
放

送
株

式
会

社
0

5
6

8
-
6

3
-
0

8
4

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
扶

桑
郵

便
局

0
5

7
0

-
9

4
3

-
5

3
6

大
口

郵
便

局
0

5
8

7
-
9

5
-
1

9
4

2
大

口
南

郵
便

局
0

5
8

7
-
9

6
-
1

5
5

6
株

式
会

社
　

東
海

理
化

電
機

製
作

所
0

5
8

7
-
9

5
-
8

1
9

3
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
一

般
社

団
法

人
愛

知
県

L
P

ガ
ス

協
会

尾
張

支
部

0
5

6
8

-
6

8
-
7

6
6

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
丸

周
建

設
株

式
会

社
0

5
8

7
-
9

5
-
2

2
6

3
建

設
部

建
設

課
株

式
会

社
ゼ

ン
リ

ン
中

部
支

社
0

5
2

-
6

8
4

-
2

7
7

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
愛

知
県

行
政

書
士

会
尾

北
支

部
佐

藤
　

友
泰

0
5

8
7

-
9

4
-
0

7
2

7
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

株
式

会
社

バ
ロ

ー
大

口
店

0
5

8
7

-
9

6
-
1

6
2

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
株

式
会

社
ヨ

シ
ヅ

ヤ
大

口
店

 0
5

8
7

-
9

5
-
7

5
1

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
コ

カ
・

コ
ー

ラ
ボ

ト
ラ

ー
ズ

ジ
ャ

パ
ン

0
5

2
-
7

2
3

-
3

1
3

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
生

活
協

同
組

合
コ

ー
プ

あ
い

ち
0

5
2

-
7

0
3

-
6

0
2

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
コ

メ
リ

災
害

対
策

セ
ン

タ
ー

0
2

5
-
3

7
1

-
4

1
8

5
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
大

口
町

Ｎ
Ｐ

Ｏ
団

体
わ

く
わ

く
お

お
ぐ

ち
２

１
0

5
8

7
-
2

2
-
6

6
4

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
セ

ッ
ツ

カ
ー

ト
ン

株
式

会
社

　
中

日
本

営
業

所
0

5
6

8
ｰ
7

3
-
2

2
7

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
三

協
フ

ロ
ン

テ
ア

株
式

会
社

　
名

古
屋

支
店

0
5

2
-
7

2
5

-
3

5
5

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
大

和
エ

ン
タ

ー
プ

ラ
イ

ズ
株

式
会

社
0

5
8

7
-
9

5
-
0

8
1

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

東
明

工
業

株
式

会
社

0
5

6
2

-
5

4
-
1

8
8

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

連
絡

先
の

更
新

管
理

担
当

そ の 他 公 共 団

体 及 び 防 災 上

重 要 な 施 設 の

管 理 者

区
分

機
関

名
連

絡
窓

口
衛

星
電

話
県

防
災

行
政

無
線

そ
の

他
所

属

そ の 他

地
域

協
働

部
町

民
安

全
課
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災
害

時
優

先
電

話

役
職

等
氏

名
（

固
定

、
携

帯
）

地
上

系
衛

星
系

ト
ヨ

タ
自

動
車

株
式

会
社

サ
ー

ビ
ス

パ
ー

ツ
物

流
部

大
口

管
理

課
0

5
8

7
-
9

5
-
2

3
0

0
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

ト
ヨ

タ
カ

ロ
ー

ラ
愛

知
株

式
会

社
　

大
口

店
0

5
8

7
-
9

5
-
5

2
2

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
有

限
会

社
レ

ン
ト

オ
ー

ル
江

南
0

5
8

7
-
5

5
-
3

2
0

5
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
株

式
会

社
ナ

フ
コ

犬
山

店
0

5
6

8
-
6

2
-
8

8
0

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課

株
式

会
社

Ｋ
'ｓ

物
流

0
5

8
7

-
8

1
-
7

3
3

1
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
ダ

イ
セ

ー
倉

庫
運

輸
株

式
会

社
0

5
8

7
-
9

6
-
0

1
5

2
地

域
協

働
部

町
民

安
全

課
協 定 締 結

団 体
様

式
３

の
と

お
り

そ
の

他
連

絡
先

の
更

新
管

理
担

当
所

属

そ の 他

区
分

機
関

名
連

絡
窓

口
衛

星
電

話
県

防
災

行
政

無
線
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 【
様

式
３

】
災

害
時

応
援

協
定

の
運

用
担

当
窓

口
令

和
４

年
１

０
月

１
日

現
在

人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
1

自
治

体
等

相
互

応
援

協
定

●
●

●
災

害
に

お
け

る
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定

平 成 8 年 8 月 3 0 日

(1
)救

助
及

び
応

急
復

旧
に

必
要

な
職

員
の

派
遣 (2

)食
糧

及
び

生
活

必
需

物
資

並
び

に
そ

の
供

給
に

必
要

な
資

機
材

の
提

供
(3

)被
災

者
の

救
出

、
医

療
、

防
疫

、
施

設
の

応
急

復
旧

に
必

要
な

資
機

材
及

び
物

資
の

提
供

(4
)救

援
及

び
救

助
活

動
に

必
要

な
車

両
等

の
提

供
(5

)被
災

者
に

対
す

る
一

時
的

な
避

難
施

設
等

の
提

供
(6

)前
各

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
必

要
と

求
め

て
要

請
し

た
事

項

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班

春
日

井
市

犬
山

市
江

南
市

小
牧

市
岩

倉
市

扶
桑

町
（

尾
張

北
部

広
域

行
政

圏
）

【
様

式
2

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

2
自

治
体

等
相

互
応

援
協

定

●
●

●
水

道
災

害
相

互
応

援
に

関
す

る
覚

書
平 成 1 6 年 7 月

3 0 日

(1
)応

急
給

水
作

業
(２

)応
急

復
旧

作
業

（
原

則
と

し
て

仮
復

旧
、

第
１

次
応

急
復

旧
作

業
(３

)応
急

復
旧

資
機

材
の

供
出

(４
)工

事
業

者
の

あ
っ

せ
ん

・
総

務
部

受
援

班
・

応
急

復
旧

部
　

公
共

土
木

対
策

班

日
本

水
道

協
会

愛
知

県
支

部
愛

知
県

公
営

企
業

名
古

屋
市

水
道

事
業

・
工

業
用

水
道

事
業

・
下

水
道

事
業

【
様

式
2

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
自

治
体

等
相

互
応

援
協

定

●
●

●
災

害
時

の
一

般
廃

棄
物

処
理

及
び

下
水

処
理

に
係

る
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定

平 成 2 6 年 1 月 1 日

(1
)一

般
廃

棄
物

の
収

集
又

は
運

搬
に

支
障

が
生

じ
た

場
合

(2
)一

般
廃

棄
物

処
理

又
は

下
水

処
理

に
支

障
が

生
じ

た
場

合
(3

)そ
の

他
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

・
総

務
部

受
援

班
・

応
急

復
旧

部
　

公
共

土
木

対
策

班 　
衛

生
・

廃
棄

物
班

愛
知

県
愛

知
県

内
市

町
村

及
び

一
部

事
務

組
合 愛

知
県

流
域

下
水

道
管

理
者

愛
知

県
内

公
共

下
水

道
管

理
者

【
様

式
2

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

4
自

治
体

等
相

互
応

援
協

定

●
●

●
災

害
時

に
お

け
る

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

平 成 2 8 年 4 月 1 日

(1
)急

復
旧

活
動

等
に

必
要

な
職

員
の

派
遣

及
び

車
両

等
の

提
供

(2
)被

災
者

の
救

出
・

救
護

、
医

療
又

は
施

設
の

応
急

復
旧

等
に

必
要

な
資

器
材

搬
送

及
び

物
資

の
提

供
(3

)食
料

、
飲

料
水

及
び

生
活

必
需

物
資

並
び

に
そ

の
供

給
に

必
要

な
資

器
材

の
提

供
(4

)ラ
ン

テ
ィ

ア
の

斡
旋

(5
)児

童
及

び
生

徒
の

受
入

れ
(6

)被
災

者
に

対
す

る
住

宅
の

斡
旋

(7
)前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

特
に

要
請

が
あ

っ
た

事
項

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班

松
江

市
【

様
式

2
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

締
結

先
窓

口
N

o
.

種
別

協
定

（
覚

書
）

名
称

締
結

年
月

日
内

容
本

町
窓

口
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人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
5

自
治

体
等

相
互

応
援

協
定

●
●

●
愛

知
県

西
尾

張
市

町
村

の
災

害
対

応
に

関
す

る
協

定

平 成 2 9 年 7 月 6 日

(1
)食

糧
、

飲
料

水
及

び
生

活
必

需
物

資
並

び
に

そ
の

供
給

に
必

要
な

資
機

材
の

提
供

(2
)被

災
者

の
救

出
、

医
療

、
防

疫
、

施
設

の
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

及
び

物
資

の
提

供
(3

)救
援

及
び

救
助

活
動

に
必

要
な

車
両

等
の

提
供

(4
)救

援
、

医
療

、
防

疫
、

応
急

復
旧

活
動

等
に

必
要

な
職

員
の

派
遣

(5
)ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

斡
旋

(6
)避

難
者

の
受

入
れ

(7
)前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
に

要
請

の
あ

っ
た

事
項

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班

一
宮

市
津

島
市

犬
山

市
江

南
市

稲
沢

市
岩

倉
市

愛
西

市
弥

富
市

あ
ま

市
扶

桑
町

大
治

町
蟹

江
町

飛
島

村

【
様

式
2

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

6
自

治
体

等
相

互
応

援
協

定

●
●

●
災

害
に

お
け

る
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定

平 成 3 0 年 5 月 2 9 日

(1
)食

糧
、

飲
料

水
及

び
生

活
必

需
物

資
並

び
に

そ
の

供
給

に
必

要
な

資
機

材
の

提
供

(2
)被

災
者

の
救

出
、

医
療

、
防

疫
、

施
設

の
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

及
び

物
資

の
提

供
(3

)救
援

及
び

救
助

活
動

に
必

要
な

車
両

等
の

提
供

(4
)救

援
、

医
療

、
防

疫
、

応
急

復
旧

活
動

等
に

必
要

な
職

員
の

派
遣

(5
)避

難
者

の
相

互
受

入
れ

(6
)前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
に

要
請

の
あ

っ
た

事
項

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班

小
牧

市
岩

倉
市

豊
山

町
扶

桑
町

（
2

市
3

町
広

域
行

政
研

究
会

）

【
様

式
2

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

7
広

報
・

報
道

・
情

報
通

信

●
広

告
付

防
災

情
報

等
電

柱
看

板
に

関
す

る
協

定

平 成 2 7 年 4 月

1 日
本

町
内

に
広

告
付

防
災

情
報

等
電

柱
看

板
を

設
置

し
、

町
民

に
対

し
防

災
情

報
等

を
提

供
・

総
務

部
広

報
班

中
電

興
業

株
式

会
社

一
宮

営
業

所
テ

ル
ウ

ェ
ル

西
日

本
株

式
会

社
東

海
支

店

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

8
広

報
・

報
道

・
情

報
通

信

●
災

害
時

の
放

送
に

関
す

る
協

定
平 成 3 0 年 3 月

2 7 日

大
地

震
等

災
害

時
に

お
け

る
防

災
対

策
又

は
情

報
伝

達
の

実
施

上
、

必
要

な
放

送
の

依
頼

・
総

務
部

広
報

班
中

部
ケ

ー
ブ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
株

式
会

社
春

日
井

局

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

9
広

報
・

報
道

・
情

報
通

信

●
特

定
公

衆
電

話
の

設
置

・
利

用
に

関
す

る
覚

書

平 成 3 0 年 1 0 月

1 日
特

設
公

衆
電

話
設

置
場

所
に

電
気

通
信

回
線

及
び

電
話

機
接

続
端

子
を

敷
設

し
、

災
害

発
生

時
に

電
話

機
を

接
続

す
る

こ
と

で
被

災
者

等
へ

通
信

を
提

供

・
総

務
部

総
務

班
西

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

　
名

古
屋

支
店

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

N
o

.
種

別
協

定
（

覚
書

）
名

称
締

結
年

月
日

内
容

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口



様式集 

25 

 

人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
1

0
広

報
・

報
道

・
情

報
通

信

●
災

害
時

等
に

お
け

る
放

送
に

関
す

る
協

定

令 和 1 年 5 月

2 1 日

大
地

震
等

災
害

時
に

お
け

る
防

災
対

策
又

は
情

報
伝

達
の

実
施

上
、

必
要

な
放

送
の

依
頼

・
総

務
部

広
報

班
愛

知
北

エ
フ

エ
ム

放
送

株
式

会
社

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

1
1

広
報

・
報

道
・

情
報

通
信

●
行

政
情

報
・

地
域

情
報

等
の

発
信

に
関

す
る

連
携

協
定

令 和 3 年 6 月 2 5

日
(1

)防
犯

、
安

全
・

安
心

な
ま

ち
づ

く
り

に
関

す
る

連
携

(2
)災

害
時

等
の

緊
急

情
報

発
信

に
関

す
る

連
携 (3

)行
政

情
報

等
の

発
信

に
関

す
る

連
携

(4
)ま

ち
の

魅
力

向
上

に
関

す
る

連
携

・
総

務
部

広
報

班
中

部
ケ

ー
ブ

ル
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
株

式
会

社

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

1
2

施
設

使
用

（
避

難
、

物
資

集
積

）

●
●

災
害

支
援

協
力

に
関

す
る

覚
書

平 成 1 0 年 3 月 3 0 日

(1
)町

が
管

理
す

る
施

設
及

び
用

地
を

、
郵

便
物

集
積

場
所

等
と

し
て

提
供

(2
)各

郵
便

局
が

管
理

す
る

施
設

及
び

用
地

を
、

避
難

場
所

、
物

資
集

積
場

所
等

と
し

て
提

供 (3
)町

、
又

は
各

郵
便

局
が

収
集

し
た

被
災

住
民

の
避

難
先

及
び

被
災

状
況

等
を

、
相

互
提

供
(4

)各
郵

便
局

に
よ

る
避

難
所

及
び

仮
設

住
宅

等
へ

必
要

に
応

じ
た

臨
時

郵
便

差
出

箱
を

設
置

(5
)そ

の
他

、
相

互
に

支
援

、
協

力
で

き
る

事
項

・
総

務
部

受
援

班
　

対
応

決
定

班
扶

桑
郵

便
局

大
口

郵
便

局
大

口
南

郵
便

局

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

1
3

施
設

使
用

（
避

難
、

物
資

集
積

）

●
●

災
害

時
に

お
け

る
支

援
に

関
す

る
協

定

令 和 3 年 3 月

2 2 日

(1
)災

害
が

発
生

し
た

場
合

の
近

隣
住

民
等

へ
向

け
た

避
難

場
所

の
提

供
(2

)電
力

源
と

し
て

の
Ｐ

Ｈ
Ｖ

車
両

等
の

提
供

(3
)防

災
備

蓄
品

の
提

供

・
総

務
部

受
援

班
　

対
応

決
定

班
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班

株
式

会
社

　
東

海
理

化
電

機
製

作
所

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

1
4

福
祉

避
難

所
●

●
災

害
時

に
要

援
護

者
の

避
難

施
設

と
し

て
民

間
社

会
福

祉
施

設
等

を
使

用
す

る
こ

と
に

関
す

る
協

定

平 成 2 0 年 3 月

2 6 日

災
害

に
よ

り
、

要
援

護
者

が
避

難
を

余
儀

な
く

さ
れ

た
場

合
に

、
避

難
所

施
設

と
し

て
社

会
福

祉
施

設
等

の
使

用
の

協
力

を
要

請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

介
護

老
人

保
健

施
設 さ

く
ら

荘

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

1
5

福
祉

避
難

所
●

●
災

害
時

に
要

援
護

者
の

避
難

施
設

と
し

て
民

間
社

会
福

祉
施

設
等

を
使

用
す

る
こ

と
に

関
す

る
協

定

平 成 2 4 年 2 月 2

日
災

害
に

よ
り

、
要

援
護

者
が

避
難

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

場
合

に
、

避
難

所
施

設
と

し
て

社
会

福
祉

施
設

等
の

使
用

の
協

力
を

要
請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

御
桜

乃
里

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
N

o
.

種
別

協
定

（
覚

書
）

名
称

締
結

年
月

日
内

容



様式集 

26 

 

人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
1

6
福

祉
避

難
所

●
●

災
害

時
に

要
援

護
者

の
避

難
施

設
と

し
て

民
間

社
会

福
祉

施
設

等
を

使
用

す
る

こ
と

に
関

す
る

協
定

平 成 2 4 年 2 月 3

日
災

害
に

よ
り

、
要

援
護

者
が

避
難

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

場
合

に
、

避
難

所
施

設
と

し
て

社
会

福
祉

施
設

等
の

使
用

の
協

力
を

要
請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
一

期
一

会
荘

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

1
7

福
祉

避
難

所
●

●
災

害
時

に
要

援
護

者
の

避
難

施
設

と
し

て
民

間
社

会
福

祉
施

設
等

を
使

用
す

る
こ

と
に

関
す

る
協

定

平 成 2 4 年 2 月

2 2 日

災
害

に
よ

り
、

要
援

護
者

が
避

難
を

余
儀

な
く

さ
れ

た
場

合
に

、
避

難
所

施
設

と
し

て
社

会
福

祉
施

設
等

の
使

用
の

協
力

を
要

請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

ハ
ー

ト
フ

ル
大

口
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

1
8

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
航

空
事

故
に

伴
う

災
害

発
生

時
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

協
定

昭 和 6 0 年 1 月

1 8 日

自
衛

隊
の

航
空

機
に

よ
る

航
空

事
故

及
び

同
事

故
に

伴
う

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

事
故

現
場

周
辺

住
民

被
災

者
及

び
事

故
航

空
機

搭
乗

者
の

救
出

、
救

急
医

療
並

び
に

消
火

等
の

諸
活

動
を

的
確

か
つ

迅
速

に
実

施
す

る
た

め
の

連
絡

調
整

・
総

務
部

　
情

報
収

集
班

航
空

自
衛

隊
小

牧
基

地
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

1
9

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
航

空
事

故
及

び
航

空
事

故
に

伴
う

災
害

発
生

し
た

場
合

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
協

定

昭 和 6 0 年 4 月

2 5 日

自
衛

隊
の

航
空

機
に

よ
る

航
空

事
故

及
び

同
事

故
に

伴
う

災
害

が
発

生
し

た
場

合
、

事
故

現
場

周
辺

住
民

被
災

者
及

び
事

故
航

空
機

搭
乗

者
の

救
出

、
救

急
医

療
並

び
に

消
火

等
の

諸
活

動
を

的
確

か
つ

迅
速

に
実

施
す

る
た

め
の

連
絡

調
整

・
総

務
部

　
情

報
収

集
班

航
空

自
衛

隊
岐

阜
基

地
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

2
0

災
害

応
急

・
復

旧
●

プ
ロ

パ
ン

ガ
ス

災
害

対
策

に
関

す
る

業
務

協
約

昭 和 6 1 年 4 月

1 0 日

プ
ロ

パ
ン

ガ
ス

の
漏

洩
に

起
因

す
る

火
災

及
び

爆
発

等
の

事
故

対
策

の
た

め
の

業
務

協
約

・
消

防
・

救
出

部
　

丹
羽

広
域

事
務

組
合

消
防

本
部

一
般

社
団

法
人

愛
知

県
L

P
ガ

ス
協

会
尾

張
支

部

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

2
1

災
害

応
急

・
復

旧
●

大
口

町
排

水
設

備
指

定
工

事
店

協
会

災
害

復
旧

協
力

規
則

平 成 8 年 3 月 1 4

日
災

害
に

よ
り

、
下

水
道

施
設

に
被

害
が

発
生

し
又

は
発

生
し

た
と

想
定

さ
れ

る
場

合
で

、
被

害
の

調
査

、
応

急
復

旧
等

に
つ

い
て

の
協

力
を

要
請

・
応

急
復

旧
部

　
公

共
土

木
対

策
班

大
口

町
排

水
設

備
指

定
工

事
店

協
会

（
丸

周
建

設
株

式
会

社
）

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

N
o

.
種

別
協

定
（

覚
書

）
名

称
締

結
年

月
日

内
容

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
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人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
2

2
災

害
応

急
・

復
旧

●
道

路
損

傷
等

に
つ

い
て

情
報

提
供

に
関

す
る

協
定

平 成 1 0 年 3 月

3 0 日

扶
桑

町
郵

便
局

職
員

が
外

務
作

業
途

上
で

道
路

の
損

傷
等

を
発

見
し

た
場

合
、

速
や

か
に

本
町

へ
通

報

・
総

務
部

　
情

報
収

集
班

扶
桑

郵
便

局
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

2
3

災
害

応
急

・
復

旧
●

災
害

時
の

情
報

交
換

に
関

す
る

協
定

平 成 2 3 年 7 月

1 2 日

重
大

な
災

害
が

発
生

し
又

は
発

生
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
の

各
種

情
報

交
換

(1
)一

般
被

害
状

況
に

関
す

る
こ

と
。

(2
)公

共
土

木
施

設
（

道
路

、
河

川
、

急
傾

斜
地

、
港

湾
施

設
、

都
市

施
設

等
）

被
害

状
況

に
関

す
る

こ
と

。
(3

)そ
の

他
必

要
な

事
項

・
総

務
部

　
情

報
収

集
班

国
土

交
通

省
中

部
地

方
整

備
局

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

2
4

災
害

応
急

・
復

旧
●

防
災

行
政

無
線

用
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
の

使
用

に
関

す
る

協
定

平 成 2 6 年 9 月 1

日
災

害
発

生
時

な
ど

緊
急

時
に

、
愛

知
県

と
防

災
協

定
を

締
結

す
る

管
内

建
設

業
者

は
、

本
町

に
配

備
さ

れ
て

い
る

防
災

行
政

無
線

用
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

使
用

し
、

県
に

報
告

・
総

務
部

総
務

班
愛

知
県

一
宮

建
設

事
務

所
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

2
5

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
災

害
時

の
応

急
対

策
の

協
力

に
関

す
る

基
本

協
定

平 成 2 7 年 8 月 2 1 日

(1
)丹

羽
郡

大
口

町
管

理
公

共
施

設
等

の
被

災
状

況
の

調
査

協
力

(2
)丹

羽
郡

大
口

町
管

理
公

共
施

設
被

災
等

の
応

急
対

策
及

び
災

害
復

旧
の

た
め

の
筆

界
点

情
報

の
収

集
若

し
く

は
復

元
協

力
(3

)登
記

・
境

界
関

係
相

談
所

の
開

設
協

力
(4

)平
常

時
に

お
け

る
丹

羽
郡

大
口

町
管

理
公

共
施

設
等

の
筆

界
に

関
す

る
災

害
予

防
対

策
の

策
定

等
協

力
(5

)前
各

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
必

要
な

応
急

対
策

業
務

・
総

務
部

受
援

班
　

総
務

班
公

益
社

団
法

人
愛

知
県

公
共

嘱
託

登
記

土
地

家
屋

調
査

士
協

会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

2
6

災
害

応
急

・
復

旧
●

災
害

時
に

お
け

る
廃

棄
物

の
処

理
等

に
関

す
る

協
定

平 成 2 7 年 8 月

2 4 日

大
口

町
内

に
お

い
て

、
災

害
時

に
生

じ
た

廃
棄

物
の

処
理

に
つ

い
て

、
協

力
を

要
請

・
応

急
復

旧
部

　
衛

生
・

廃
棄

物
班

一
般

社
団

法
人

愛
知

県
産

業
廃

棄
物

協
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

2
7

災
害

応
急

・
復

旧
●

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

災
害

対
策

に
関

す
る

業
務

協
定

平 成 2 7 年 1 2 月

1 日
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
の

漏
洩

に
起

因
す

る
火

災
及

び
爆

発
等

の
事

故
対

策
の

た
め

の
業

務
協

定
・

消
防

・
救

出
部

　
丹

羽
広

域
事

務
組

合
消

防
本

部

愛
知

県
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
尾

張
支

部
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
N

o
.

種
別

協
定

（
覚

書
）

名
称

締
結

年
月

日
内

容
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人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
2

8
災

害
応

急
・

復
旧

●
災

害
時

に
お

け
る

地
図

製
品

等
の

供
給

等
に

関
す

る
協

定

平 成 2 8 年 8 月 2

日
災

害
が

発
生

し
、

又
は

そ
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

本
町

が
災

害
対

策
本

部
を

設
置

し
た

時
の

地
図

製
品

等
の

供
給

・
総

務
部

受
援

班
株

式
会

社
ゼ

ン
リ

ン
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

2
9

災
害

応
急

・
復

旧
●

災
害

応
急

対
策

に
関

す
る

協
定

平 成 2 9 年 1 月

2 0 日

災
害

時
に

お
け

る
本

町
が

管
理

す
る

公
共

土
木

施
設

等
の

応
急

対
策

に
必

要
な

業
務

の
協

力
を

要
請

・
応

急
復

旧
部

　
公

共
土

木
対

策
班

大
口

町
建

設
協

力
会 （

丸
周

建
設

株
式

会
社

）

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
0

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
災

害
時

に
お

け
る

被
災

者
支

援
の

た
め

の
行

政
書

士
業

務
に

関
す

る
協

定

平 成 3 0 年 3 月

2 3 日

(1
)町

が
開

設
す

る
被

災
者

相
談

窓
口

に
お

け
る

相
談

業
務

協
力

(2
)そ

の
他

、
相

互
に

必
要

と
認

め
る

業
務

協
力

・
総

務
部

受
援

班
　

総
務

班
愛

知
県

行
政

書
士

会 尾
北

支
部

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
1

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
災

害
時

に
お

け
る

家
屋

被
害

認
定

調
査

業
務

に
関

す
る

協
定

令 和 2 年 5 月 2 9 日

(1
)町

職
員

と
連

携
し

て
被

害
認

定
調

査
を

行
う

こ
と

。
ま

た
は

調
査

の
補

助
及

び
助

言
を

行
う

こ
と

。
(2

)そ
の

他
、

協
議

の
上

決
定

し
た

業
務

を
行

う
こ

と
。

・
総

務
部

受
援

班
　

情
報

収
集

班
公

益
社

団
法

人
愛

知
県

建
築

士
事

務
所

協
会

公
益

社
団

法
人

愛
知

建
築

士
会

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
土

地
家

屋
調

査
士

会
公

益
社

団
法

人
愛

知
県

不
動

産
鑑

定
士

協
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
2

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
災

害
発

生
時

に
お

け
る

防
疫

活
動

の
協

力
に

関
す

る
協

定

令 和 2 年 7 月 2 6 日

(1
)災

害
等

の
発

生
時

に
お

け
る

防
疫

活
動

(2
)避

難
所

に
お

け
る

鼠
族

及
び

衛
生

害
虫

等
の

駆
除

及
び

防
疫

活
動

(3
)全

豪
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
要

請
す

る
事

項

・
総

務
部

受
援

班
・

応
急

復
旧

部
　

衛
生

・
廃

棄
物

班

公
益

社
団

法
人

愛
知

県
ペ

ス
ト

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

協
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

N
o

.
種

別
協

定
（

覚
書

）
名

称
締

結
年

月
日

内
容

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口



様式集 

29 

 

人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
3

3
災

害
応

急
・

復
旧

●
災

害
時

に
お

け
る

相
互

連
携

に
関

す
る

協
定

令 和 2 年 9 月 1 4 日

(1
)相

互
に

連
絡

体
制

を
確

立
し

、
連

携
し

て
停

電
情

報
等

必
要

な
情

報
を

共
有

(2
)本

町
が

管
理

す
る

道
路

の
通

行
に

支
障

を
き

た
し

た
場

合
、

相
互

に
連

携
し

て
通

行
を

確
保 (3

)早
期

停
電

復
旧

の
た

め
の

本
町

に
対

す
る

道
路

啓
開

作
業

の
要

請
(4

)停
電

復
旧

作
業

に
必

要
と

な
る

活
動

拠
点

に
お

け
る

協
力

要
請

(5
)町

民
に

対
し

て
の

停
電

情
報

及
び

復
旧

見
通

し
情

報
等

の
適

時
適

切
な

発
信

(6
)病

院
、

避
難

所
等

の
重

要
施

設
に

対
す

る
平

時
か

ら
の

確
認

・
調

整
等

情
報

の
共

有
及

び
重

要
施

設
に

対
し

て
の

自
家

発
電

設
備

の
設

置
等

の
停

電
対

策
の

促
進

(7
)被

害
を

及
ぼ

す
恐

れ
の

あ
る

樹
木

の
除

去
等

、
事

前
対

策
の

実
施

(8
)相

互
が

実
施

す
る

訓
練

等
へ

の
積

極
的

な
協

力

・
総

務
部

　
対

応
決

定
班

中
部

電
力

パ
ワ

ー
グ

リ
ッ

ド
株

式
会

社 小
牧

営
業

所

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
4

災
害

応
急

・
復

旧
●

●
大

口
町

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

の
開

設
運

営
に

関
す

る
協

定

令 和 3 年 7 月 1 日

(1
)被

災
町

民
等

の
速

や
か

な
自

立
・

復
興

の
支

援
を

目
的

と
す

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

受
け

入
れ

及
び

活
動

支
援

が
必

要
と

判
断

し
た

と
き

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

を
設

置
(2

)本
町

か
ら

の
要

請
に

よ
る

災
害

救
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

の
運

営
(3

)相
互

に
協

議
し

て
決

定
し

た
事

項

・
総

務
部

受
援

班
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

対
策

部
災

害
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
調

整
班

社
会

福
祉

法
人

大
口

町
社

会
福

祉
協

議
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
5

災
害

応
急

・
復

旧
●

災
害

時
に

お
け

る
相

互
連

携
に

関
す

る
協

定

令 和 4 年 2 月 1 日

(1
)大

規
模

な
通

信
障

害
が

発
生

し
た

場
合

若
し

く
は

そ
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

相
互

に
連

携
し

、
通

信
障

害
情

報
等

を
共

有
(2

)本
町

の
管

理
す

る
道

路
に

支
障

を
及

ぼ
し

た
場

合
、

相
互

に
連

携
し

て
通

行
を

確
保

(3
)早

期
通

信
障

害
復

旧
の

た
め

の
本

町
に

対
す

る
必

要
な

箇
所

の
道

路
啓

開
作

業
の

要
請

(4
)通

信
障

害
復

旧
作

業
に

必
要

と
な

る
活

動
拠

点
に

お
け

る
協

力
要

請
(5

))
町

民
に

対
し

て
の

通
信

障
害

の
情

報
及

び
復

旧
見

通
し

情
報

等
の

適
時

適
切

な
発

信
(6

)優
先

的
に

通
信

障
害

の
仮

復
旧

機
器

を
配

置
す

べ
き

重
要

施
設

の
確

認
・

情
報

の
共

有
(7

)通
信

障
害

の
仮

復
旧

の
た

め
の

機
器

を
配

置
す

る
場

合
は

、
復

旧
見

通
し

及
び

仮
復

旧
箇

所
の

重
要

性
・

緊
急

性
等

を
総

合
的

に
勘

案
し

配
備

(8
)相

互
が

実
施

す
る

訓
練

等
へ

の
積

極
的

な
協

力

・
総

務
部

　
対

応
決

定
班

西
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
　

東
海

支
店

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
N

o
.

種
別

協
定

（
覚

書
）

名
称

締
結

年
月

日
内

容
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人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
3

6
物

資
供

給
●

災
害

救
助

物
資

の
緊

急
調

達
等

に
関

す
る

協
定

平 成 1 9 年 8 月

2 4 日

災
害

時
に

お
け

る
災

害
救

助
物

資
の

緊
急

調
達

の
要

請
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班
株

式
会

社
バ

ロ
ー

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
7

物
資

供
給

●
災

害
救

助
物

資
の

緊
急

調
達

等
に

関
す

る
協

定

平 成 1 9 年 8 月

2 4 日

災
害

時
に

お
け

る
災

害
救

助
物

資
の

緊
急

調
達

の
要

請
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班
株

式
会

社
ヨ

シ
ヅ

ヤ
大

口
店

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
8

物
資

供
給

●
災

害
に

お
け

る
物

資
提

供
に

関
す

る
協

定

平 成 2 0 年 9 月 3

日
(1

)災
害

時
に

お
け

る
地

域
貢

献
型

自
動

販
売

機
(メ

ッ
セ

ー
ジ

ボ
ー

ド
搭

載
型

）
の

機
内

在
庫

製
品

の
無

償
提

供
(2

)機
内

在
庫

製
品

以
外

の
無

償
提

供

・
救

援
救

護
部

　
救

援
物

資
班

コ
カ

・
コ

ー
ラ

セ
ン

ト
ラ

ル
ジ

ャ
パ

ン
株

式
会

社
　

中
京

地
区

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

3
9

物
資

供
給

●
地

域
貢

献
型

自
動

販
売

機
の

設
置

に
関

す
る

覚
書

平 成 2 0 年 9 月

1 8 日

災
害

時
に

お
け

る
物

資
提

供
に

関
す

る
協

定
を

補
完

す
る

た
め

の
覚

書
・

総
務

部
総

務
班

コ
カ

・
コ

ー
ラ

セ
ン

ト
ラ

ル
ジ

ャ
パ

ン
株

式
会

社
　

中
京

地
区

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

4
0

物
資

供
給

●
名

古
屋

市
近

隣
市

町
村

と
生

活
協

同
組

合
コ

ー
プ

あ
い

ち
と

の
災

害
時

応
急

生
活

物
資

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る

協
定

平 成 2 6 年 7 月

2 2 日

災
害

時
に

お
け

る
応

急
生

活
物

資
の

緊
急

調
達

の
要

請
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班
生

活
協

同
組

合
コ

ー
プ

あ
い

ち
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

4
1

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

物
資

供
給

に
関

す
る

協
定

平 成 3 0 年 3 月

2 8 日

災
害

時
に

お
け

る
応

急
生

活
物

資
の

緊
急

調
達

の
要

請
・

救
援

救
護

部
　

救
援

物
資

班
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

コ
メ

リ
災

害
対

策
セ

ン
タ

ー

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

N
o

.
種

別
協

定
（

覚
書

）
名

称
締

結
年

月
日

内
容

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
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人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
4

2
物

資
供

給
●

災
害

時
に

お
け

る
液

化
石

油
ガ

ス
等

の
優

先
供

給
に

関
す

る
協

定

平 成 3 0 年 3 月

2 9 日

災
害

時
に

お
け

る
液

化
石

油
ガ

ス
及

び
燃

焼
器

具
の

優
先

供
給

の
要

請
・

総
務

部
受

援
班

　
総

務
班

一
般

社
団

法
人

愛
知

県
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
協

会
尾

張
支

部
　

愛
北

分
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

4
3

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

機
材

借
用

に
関

す
る

協
定

平 成 3 1 年 1 月

2 8 日

災
害

時
に

お
け

る
チ

ェ
ー

ン
ソ

ー
の

借
用

の
要

請
・

総
務

部
受

援
班

大
口

町
Ｎ

Ｐ
Ｏ

団
体

わ
く

わ
く

お
お

ぐ
ち

２
１

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

4
4

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

支
援

協
力

に
関

す
る

協
定

令 和 1 年 1 2 月 3

日
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
生

活
に

必
要

な
段

ボ
ー

ル
製

品
等

、
応

急
生

活
物

資
の

供
給

の
要

請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

セ
ッ

ツ
カ

ー
ト

ン
株

式
会

社
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

4
5

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

物
資

（
ユ

ニ
ッ

ト
ハ

ウ
ス

等
）

の
供

給
に

関
す

る
協

定

令 和 2 年 1 月 1 5

日
災

害
時

に
お

け
る

ユ
ニ

ッ
ト

ハ
ウ

ス
等

（
仮

設
事

務
所

、
仮

設
ト

イ
レ

等
）

の
供

給
の

要
請

・
総

務
部

受
援

班
・

応
急

復
旧

部
　

衛
生

・
廃

棄
物

班

三
協

フ
ロ

ン
テ

ア
株

式
会

社
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

4
6

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

支
援

協
力

に
関

す
る

協
定

令 和 2 年 1 月 1 5

日
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
生

活
に

必
要

な
段

ボ
ー

ル
製

品
等

、
応

急
生

活
物

資
の

供
給

の
要

請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

大
和

エ
ン

タ
ー

プ
ラ

イ
ズ

株
式

会
社

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

4
7

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

応
急

生
活

物
資

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る

協
定

令 和 2 年 1 2 月 4

日
災

害
時

に
お

け
る

避
難

所
生

活
に

必
要

な
段

ボ
ー

ル
製

品
等

、
応

急
生

活
物

資
の

供
給

の
要

請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

東
明

工
業

株
式

会
社

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
N

o
.

種
別

協
定

（
覚

書
）

名
称

締
結

年
月

日
内

容



様式集 

32 

 

人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
4

8
物

資
供

給
●

災
害

時
に

お
け

る
支

援
協

力
に

関
す

る
覚

書

令 和 2 年 1 2 月

2 1 日

災
害

時
に

お
け

る
避

難
所

生
活

に
必

要
な

段
ボ

ー
ル

製
品

等
、

応
急

生
活

物
資

の
供

給
の

要
請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

避
難

者
対

策
班

ト
ヨ

タ
自

動
車

株
式

会
社

サ
ー

ビ
ス

パ
ー

ツ
物

流
部

　
大

口
管

理
課

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

4
9

物
資

供
給

●
●

災
害

時
に

お
け

る
車

両
貸

出
及

び
給

電
等

に
関

す
る

協
定

令 和 3 年 3 月 1 9

日
(1

)災
害

時
に

お
け

る
電

動
車

両
等

の
貸

出
(2

)店
舗

の
給

電
場

所
と

し
て

の
提

供
(3

)店
舗

に
お

け
る

電
動

車
両

等
を

使
用

し
た

給
電

・
総

務
部

受
援

班
　

対
応

決
定

班
ト

ヨ
タ

カ
ロ

ー
ラ

愛
知

株
式

会
社

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

5
0

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

物
資

供
給

に
関

す
る

協
定

令 和 3 年 4 月 2 7

日
災

害
時

に
お

け
る

応
急

生
活

物
資

の
供

給
の

要
請

・
救

援
救

護
部

　
救

援
物

資
班

有
限

会
社

レ
ン

ト
オ

ー
ル

江
南

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

5
1

物
資

供
給

●
災

害
時

に
お

け
る

物
資

供
給

に
関

す
る

協
定

令 和 3 年 5 月 2 5

日
災

害
時

に
お

け
る

応
急

生
活

物
資

の
緊

急
調

達
の

要
請

・
救

援
救

護
部

　
救

援
物

資
班

株
式

会
社

ナ
フ

コ
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

5
2

医
療

・
衛

生
●

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
に

関
す

る
協

定

平 成 2 1 年 3 月 1 日

災
害

発
生

時
に

お
け

る
医

師
、

助
産

師
、

看
護

師
、

そ
の

他
必

要
と

す
る

者
(医

療
救

護
班

)の
派

遣
の

要
請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

医
療

活
動

支
援

班

一
般

社
団

法
人

尾
北

医
師

会
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

5
3

医
療

・
衛

生
●

災
害

時
の

医
療

救
護

に
関

す
る

協
定

平 成 2 2 年 7 月

1 5 日

災
害

発
生

時
に

お
け

る
薬

剤
師

班
の

派
遣

の
要

請
・

総
務

部
受

援
班

・
救

援
救

護
部

　
医

療
活

動
支

援
班

尾
北

薬
剤

師
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

N
o

.
種

別
協

定
（

覚
書

）
名

称
締

結
年

月
日

内
容

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
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人
的

資
源

そ
の

他
所

属
役

職
、

氏
名

締
結

先
所

属
役

職
、

氏
名

連
絡

先
5

4
医

療
・

衛
生

●
災

害
時

の
歯

科
医

療
救

護
に

関
す

る
協

定

平 成 2 6 年 1 0 月

1 日
災

害
発

生
時

に
お

け
る

歯
科

医
師

、
歯

科
衛

生
士

、
そ

の
他

必
要

と
す

る
者

(歯
科

医
師

等
)の

派
遣

の
要

請

・
総

務
部

受
援

班
・

救
援

救
護

部
　

医
療

活
動

支
援

班

一
般

社
団

法
人

尾
北

歯
科

医
師

会
一

般
社

団
法

人
尾

北
歯

科
医

師
会

大
口

地
区

会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

5
5

医
療

・
衛

生
●

●
特

定
接

種
の

接
種

体
制

に
関

す
る

覚
書

平 成 2 8 年 1 0 月

1 日
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
政

府
行

動
計

画
・

別
添

（
２

）
に

定
め

る
職

務
に

従
事

す
る

職
員

等
の

特
定

接
種

の
実

施

・
総

務
部

受
援

班
　

総
務

班
一

般
社

団
法

人
尾

北
医

師
会

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

5
6

消
防

相
互

応
援

協
定

●
●

愛
知

県
内

広
域

消
防

相
互

応
援

協
定

平 成 1 5 年 4 月 1 日

県
内

に
お

け
る

災
害

発
生

時
に

消
防

力
を

協
力

・
総

務
部

受
援

班
・

消
防

・
救

出
部

　
丹

羽
広

域
事

務
組

合
消

防
本

部

県
下

市
町

村
及

び
消

防
組

合
等

【
様

式
２

】
関

係
機

関
連

絡
先

リ
ス

ト
を

参
照

5
7

消
防

相
互

応
援

協
定

●
●

愛
知

県
に

お
け

る
航

空
機

を
用

い
た

市
町

村
等

の
消

防
支

援
協

定

令 和 4 年 4 月 1 日

災
害

時
に

お
け

る
航

空
機

を
用

い
た

活
動

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

に
要

請
・

総
務

部
受

援
班

・
消

防
・

救
出

部
　

丹
羽

広
域

事
務

組
合

消
防

本
部

愛
知

県
【

様
式

２
】

関
係

機
関

連
絡

先
リ

ス
ト

を
参

照

※
「

種
別

」
欄

の
「

そ
の

他
」

は
、

支
援

物
資

の
受

入
れ

等
を

指
す

。
（

※
人

的
支

援
の

受
入

れ
、

業
務

資
源

の
受

入
れ

で
は

な
い

。
）

（
注

）
本

様
式

の
内

容
を

地
域

防
災

計
画

（
資

料
編

な
ど

）
や

市
町

村
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

す
る

場
合

は
、

個
人

情
報

等
の

取
扱

い
に

留
意

す
る

こ
と

。

本
町

窓
口

締
結

先
窓

口
N

o
.

種
別

協
定

（
覚

書
）

名
称

締
結

年
月

日
内

容
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【様式４】受援対象業務
令和４年１０月１日現在

（１）優先的に様式６（業務別受援マニュアル）を作成

所属 役職

1 指定避難所の運営
救援救護部
避難者対策班

健康福祉部
戸籍保険課

課長

2
健康・保健活動（保健師、管理
栄養士等の派遣）

救援救護部
医療活動支援班

健康福祉部
健康生きがい課

課長

3
物資等の輸送、
供給対策

物資集積拠点の運営
救援救護部
救援物資班

健康福祉部
福祉こども課

課長

4 被災建築物応急危険度判定
応急復旧部
公共土木対策班

建設部建設課
（まちづくり部
まちづくり推進課）

課長

5 被災宅地危険度判定
応急復旧部
公共土木対策班

建設部建設課
（まちづくり部
まちづくり推進課）

課長

6 住家被害認定調査
総務部
情報収集班

総務部税務課 課長

7 り災証明交付事務
総務部
情報収集班

総務部税務課 課長

8 廃棄物処理 災害廃棄物処理
応急復旧部
衛生・廃棄物班

まちづくり部
環境対策室

室長

（２）順次様式６（業務別受援マニュアル）を作成

所属 役職

1
生活衛生対策（仮設トイレの提
供、し尿くみ取り車の派遣）

応急復旧部
衛生・廃棄物班

まちづくり部
環境対策室

室長

2
防疫対策（消毒薬、資機材の供
給、消毒要員の派遣）

応急復旧部
衛生・廃棄物班

まちづくり部
環境対策室

室長

3
特別な配慮が必
要な人への対策

要配慮者への支援（避難所、在
宅）

救援救護部
避難者対策班

健康福祉部
戸籍保険課

課長

4 物資の需給調整、調達
救援救護部
救援物資班

健康福祉部
福祉こども課

課長

5 輸送手段の確保
救援救護部
配送調整班

学校教育部
学校教育課

課長

6 応急給水（給水車の派遣）
応急復旧部
公共土木対策班

丹羽広域事務組合水道部 課長

7
ボランティアと
の連携・協働

各種ボランティアの調整等

ボランティア対
策部
災害ボランティ
ア調整班

大口町社会福祉協議会 局長

8
公共インフラ被
害の応急措置等

被害状況調査、応急復旧等

・応急復旧部
　公共土木対策
班
・総務部総務班

建設部建設課 課長

9
応急仮設住宅（設置戸数の調
整、用地選定、建設など）

応急復旧部
公共土木対策班

まちづくり部
まちづくり推進課

課長

10
災害公営住宅（設置戸数の調
整、用地選定など）

応急復旧部
公共土木対策班

建設部
維持管理課

課長

11
各種支援窓口業務（弔慰金、生活
再建支援金、義援金など）

救援救護部
救援物資班

健康福祉部
福祉こども課

課長

12 相談業務
救援救護部
救援物資班

健康福祉部
福祉こども課

課長

13 廃棄物処理 一般廃棄物処理
応急復旧部
衛生・廃棄物班

まちづくり部
環境対策室

室長

※訓練等を通じて、受援対象業務を適宜見直していくこと。

No. 業務名区分

生活再建支援

業務担当

班名
責任者

No. 区分 業務名

業務担当

班名
責任者

建物、宅地等の
応急危険度判定

避難所等、被災
者の生活対策

物資等の輸送、
供給対策

避難所等、被災
者の生活対策

仮設住宅

被害認定調査、
り災証明の交付
等
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 【
様

式
５

】
受

援
対

象
業

務
の

全
体

像

令
和

４
年

１
０

月
１

日
現

在

受
援

対
象

業
務

応
急

段
階

復
旧

段
階

～
発

災
１

週
間

後
～

発
災

３
日

後
発

災
当

日

初
動

段
階

～
発

災
１

か
月

後
（

又
は

数
か

月
後

）
～

発
災

２
週

間

1
．

指
定

避
難

所
の

運
営

２
．

健
康

・
保

健
活

動
（

保
健

師
、

管
理

栄
養

士
等

の
派

遣
）

４
．

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定

３
．

物
資

集
積

拠
点

の
運

営

指
定

避
難

所
の

開
設

指
定

避
難

所
の

安
全

確
認

避
難

者
の

受
入

れ 備
蓄

物
資

の
提

供

生
活

空
間

の
整

備

避
難

者
支

援
の

Ｎ
Ｐ

Ｏ
／

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

派
遣

の
依

頼

避
難

所
で

の
衛

生
管

理
指

導
の

実
施

避
難

所
で

の
保

健
活

動
の

実
施

（
左

記
に

加
え

て
）

・
衣

類
・

寝
具

の
清

潔
指

導

・
清

掃
の

実
施

等
の

衛
生

環
境

の
指

導

・
配

付
食

料
（

弁
当

等
）

、
井

戸
水

、
炊

き
出

し
の

食
材

等
の

衛
生

へ
の

配
慮

・
広

報

・
こ

こ
ろ

の
ケ

ア

・
エ

コ
ノ

ミ
ー

ク
ラ

ス
症

候
群

、
生

活
不

活
発

病
の

予
防

等

・
ト

イ
レ

・
通

路
・

間
仕

切
り

・
更

衣
用

個
室

・
腰

か
け

る
場

所
等

（
※

配
慮

が
必

要
な

人
、

女
性

等
を

考
慮

）

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
確

保
対

策
（

間
仕

切
り

、
更

衣
室

等
の

設
置

）

・
室

温
や

換
気

等
の

室
内

生
活

環
境

の
確

保

・
炊

き
出

し
環

境
の

確
保

（
コ

ン
ロ

等
の

提
供

等
）

・
入

浴
環

境
の

確
保

・
ペ

ッ
ト

対
応

・
関

係
機

関
と

の
情

報
共

有
、

解
決

策
の

検
討

避
難

所
の

統
廃

合
、

閉
鎖

支
援

物
資

の
受

入
れ

、
管

理
、

避
難

者
へ

の
提

供

判
定

の
実

施
判

断

判
定

対
象

区
域

の
設

定
、

広
報

関
係

機
関

へ
の

派
遣

要
請

判
定

の
実

施

・
地

方
公

共
団

体
・

判
定

士
会

な
ど

物
資

集
積

拠
点

の
開

設

物
資

集
積

拠
点

の
安

全
確

認

支
援

物
資

の
受

入
れ

、
払

い
出

し
、

在
庫

管
理

物
資

集
積

拠
点

の
閉

鎖

実
施

体
制

の
確

保
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初
動

段
階

応
急

段
階

復
旧

段
階

発
災

当
日

～
発

災
３

日
後

～
発

災
１

週
間

後
～

発
災

２
週

間
～

発
災

１
か

月
後

（
又

は
数

か
月

後
）

８
．

災
害

廃
棄

物
処

理

７
．

り
災

証
明

交
付

事
務

６
．

住
家

被
害

認
定

調
査

５
．

被
災

宅
地

危
険

度
判

定

受
援

対
象

業
務

倒
壊

家
屋

等
の

解
体

、
解

体
が

れ
き

の
収

集
・

運
搬

環
境

対
策

の
実

施

最
終

処
分

場
等

へ
の

搬
出

（
集

積
場

周
辺

の
環

境
対

策
）

・
ご

み
の

飛
散

防
止

対
策

・
消

臭
、

防
虫

対
策

・
土

壌
調

査

判
定

の
実

施
判

断

判
定

対
象

区
域

の
設

定
、

広
報

関
係

機
関

へ
の

派
遣

要
請

判
定

の
実

施

・
地

方
公

共
団

体
・

判
定

士
会

な
ど

実
施

体
制

の
確

保

資
機

材
等

の
調

達

調
査

員
を

対
象

と
す

る
研

修
の

実
施

調
査

の
実

施

調
査

人
員

の
確

保
、

他
自

治
体

等
へ

の
応

援
要

請

調
査

方
針

の
決

定

交
付

準
備

り
災

証
明

の
交

付

対
応

人
員

の
確

保
、

他
自

治
体

等
へ

の
応

援
要

請

実
施

体
制

の
確

保

災
害

廃
棄

物
発

生
量

の
予

測

処
理

計
画

の
策

定

仮
置

場
の

確
保
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

●

●

● ◎

◎ ●

◎ ●

◎ ●

● ◎

マニュアル 有無 有 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

自治体 有
1、４、
５、６

専門団体 有 25

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

指定避難所の統合・閉鎖

求める職種・資格等

避難所運営マニュアル（標準版）

団体名区分

応急危険度判定士
（避難所の安全確認）

愛知県西尾張市町村、春日井市、小牧
市、豊山町、島根県松江市

公益社団法人愛知県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

応援職員の
活動環境

各避難所

ア　平常時に準備

車両、通信機材（無線 等）、地図（住宅地

図、管内図 等）、机、椅子、パソコン、プ

リンター、消耗品、文房具 等

本町で準備応援団体に依頼

●

●

・車両、携帯電話、地図（道路地図
　等）、筆記用具

必要な資機材等
イ　災害時に準備

段ボールベッド、間仕切り、仮設トイレ、

燃料、扇風機（暑さ対策）、ペットのケー

ジ 等

健康福祉部戸籍保険課　課長補佐

各部
受援窓口

業務担当

1

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

救援救護部避難者対策班

業務名

健康福祉部戸籍保険課　課長

救援救護部避難者対策班

指定避難所の運営

指定避難所の開設

指定避難所の安全確認

避難者による自主運営への移行

支援物資の受入れ、管理、避難者への供給

避難者への相談対応

避難者への情報提供（掲示板の設置、災害情報等の掲示等）

避難者の受入れ
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

◎ ●

◎ ●

マニュアル 有無 無 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

自治体 有
1、４、
５、６

有 52

無

有 53

有 54

無

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

2

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

指定避難所等での衛生管理指導

保健師等の受入れ、指定避難所等への派遣調整

業務名 健康・保健活動（保健師、管理栄養士等の派遣）

業務担当
救援救護部医療活動支援班

健康福祉部健康生きがい課　課長

受援窓口
救援救護部医療活動支援班

健康福祉部健康生きがい課　課長補佐

指定避難所等での保健活動

愛知県西尾張市町村、春日井市、小
牧市、豊山町、島根県松江市

一般社団法人　尾北医師会

応援職員の
活動環境

各避難所

ア　平常時に準備

車両、地図（住宅地図、管内図 等）、机、
椅子、パソコン、プリンター、消耗品、文

房具 等

本町で準備応援団体に依頼

●

●

イ　災害時に準備

医療器具、薬剤

・車両、携帯電話、地図（道路地図
　等）、筆記用具
・医療器具、薬剤等

必要な資機材等

公益社団法人　愛知県看護協会

一般社団法人　尾北歯科医師会

区分

栄養士

歯科医師、歯科衛生
士等

看護師

医師、看護師、助産
師等

求める職種・資格等

保健師

専門団体

公益社団法人　愛知県栄養士会

尾北薬剤師会 薬剤師

団体名
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

●

◎ ●

◎ ●

◎ ●

● ◎

● ◎

マニュアル 有無 無 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

自治体 有
1、４、
５、６

民間企業 無

民間企業 無

専門団体 無

一般ボラン
ティア

有 34

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

受援窓口
救援救護部救援物資班

健康福祉部福祉こども課　課長補佐

荷捌きなど人力作業

フォークリフト運転
技能講習終了者など

フォークリフト運転
技能講習終了者など

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

物資集積拠点の開設

物資集積拠点の安全確認

求める職種・資格等

残った支援物資の処分

物資集積拠点の閉鎖

3

業務名 物資集積拠点の運営

業務担当
救援救護部救援物資班

健康福祉部福祉こども課　課長

支援物資の在庫管理、物資班への報告

支援物資の払い出し（指定避難所等のごとの仕分け、積込等）

支援物資の受入れ（仕分け、搬入等）

区分 団体名

愛知県西尾張市町村、春日井市、小牧
市、豊山町、島根県松江市

応援職員の
活動環境

応援団体に依頼

●

●

・携帯電話、地図（道路地図等）、
　筆記用具
・物資用資機材（フォークリフト、
　パレット、ブルーシート等）、
　パソコン（在庫管理の専用端末等）

必要な資機材等

株式会社Ｋ'ｓ物流

ダイセー倉庫運輸株式会社

一般社団法人
愛知県トラック協会

災害ボランティアセンター
（社会福祉協議会）

フォークリフト運転
技能講習終了者など

大口町役場防災倉庫、中央公民館防災倉庫

ア　平常時に準備
通信機材（無線 等）、地図（住宅地図、管

内図 等）、机、椅子、パソコン、プリン
ター、消耗品、文房具 等

本町で準備

イ　災害時に準備
物資用資機材（フォークリフト、パレッ
ト、ブルーシート 等）
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【様式６ No.3 別紙】支援物資の集積所
令和４年１０月１日現在

（１）候補施設

場所
耐

震

化

津

波

液

状

化

洪

水

土

砂

災

害

そ

の

他

1 大口町役場 大口町 町
大口町下小口七丁目
155番地

防災倉庫 300 m2 平成 25 年 ○ ○ ○ ○ ○

2 中央公民館 大口町 町
大口町伝右一丁目47
番地

防災倉庫 60 m2 平成 26 年 ○ ○ ○ ○ ○

3 役場南ひろば 大口町 町
大口町下小口七丁目
167番地

公園 8,222 m
2 令和 4 年 ○ ○ × ○ ○

4 株式会社Ｋ'ｓ物流 Ｋ'ｓ物流 同左
大口町外坪二丁目9番
地

倉庫の一部 600 m2 令和 3 年 ○ ○ ○ ○ ○ 調整中

（２）位置図

No.

災害による被災

面積
備考

建築年

（場所が屋内の
　　場合のみ確認）

使用箇所

所在地、連絡先管理者所有者拠点名

中央公民館防災倉庫

１

大口町役場防災倉庫

２

３

役場南ひろば
４

株式会社Ｋ'ｓ物流
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

● ◎

● ◎

● ◎

◎ ●

マニュアル 有無 有 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

無

有
1、４、
５、６

無

専門団体 無

その他 無

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

他自治体

自治体

公益社団法人愛知県建築士事務所協
会、公益社団法人愛知県建築士会

全国被災建築物応急危険度判定協議
会

業務名 被災建築物応急危険度判定

業務担当
応急復旧部公共土木対策班

建設部建設課　課長（まちづくり部まちづくり推進課　課長）

受援窓口
応急復旧部公共土木対策班

まちづくり部まちづくり推進課　課長補佐

判定対象とする区域の決定、広報

区分

〃

応急危険度判定士

被災建築物応急危険度判定必携

愛知県（建築局公共建築部住宅計画
課）

団体名

愛知県西尾張市町村、春日井市、小牧
市、豊山町、島根県松江市

応援職員の
活動環境

まちづくり部まちづくり推進課

ア　平常時に準備

車両、地図（住宅地図、管内図 等）、机、

椅子、パソコン、プリンター、消耗品、文

房具 等

本町で準備応援団体に依頼

●

●

4

イ　災害時に準備

判定調査票、判定ステッカー

・車両、携帯電話、地図（道路地図
　等）、筆記用具
・登録証、腕章、バインダー、デジタ
　ルカメラ（防水）、ヘルメット、
　作業着、雨具、防寒具
・判定資機材（下げ振り、クラック
　スケール、巻尺、ハンマー等）

必要な資機材等

〃

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

建物被害に関する情報収集、判定実施の判断

実施体制の確保（応急危険度判定本部の設置等）

求める職種・資格等

判定の実施

応援の要請（他自治体、判定士会等）、受入れ

〃

〃
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

● ◎

● ◎

● ◎

◎ ●

マニュアル 有無 有 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

自治体 無

有
1、４、
５、６

無

NPO等
(専門ボランティア)

無

その他 無

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

〃

〃

〃

〃

求める職種・資格等

被災宅地危険度判定
士

他自治体

愛知県西尾張市町村、春日井市、小
牧市、豊山町、島根県松江市

応援の要請（他自治体、判定士会等）、受入れ

判定対象とする区域の決定、広報

区分

判定の実施

被災宅地危険度判定業務・実施マニュアル

団体名

応援職員の
活動環境

まちづくり部まちづくり推進課

ア　平常時に準備

車両、地図（住宅地図、管内図 等）、机、

椅子、パソコン、プリンター、消耗品、文

房具 等

本町で準備応援団体に依頼

●

●

イ　災害時に準備

判定調査票、判定ステッカー

・車両、携帯電話、地図（道路地図
　等）、筆記用具
・登録証、腕章、バインダー、デジタ
　ルカメラ（防水）、ヘルメット、
　作業着、雨具、防寒具
・判定資機材（スラントルール（勾配
　儀）、クラックスケール、巻尺 等）

必要な資機材等

独立行政法人都市再生機構

被災宅地危険度判定連絡協議会

5

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

宅地被害に関する情報収集、判定実施の判断

実施体制の確保（応急危険度判定本部の設置等）

業務名 被災宅地危険度判定

業務担当
応急復旧部公共土木対策班

建設部建設課　課長（まちづくり部まちづくり推進課　課長）

受援窓口
応急復旧部公共土木対策班

まちづくり部まちづくり推進課　課長補佐

愛知県（建築局公共建築部住宅計画
課）
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

●

● ◎

● ◎

◎ ●

● ◎

マニュアル 有無 有 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

無

有
1、４、
５、６

無

有 31

有 31

その他 無

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

区分 団体名

町役場退職者

公益社団法人愛知建築士会

応援職員の
活動環境

総務部税務課

ア　平常時に準備

車両、地図（住宅地図、管内図 等）、机、

椅子、パソコン、プリンター、消耗品、文

房具 等

本町で準備応援団体に依頼

●

●

イ　災害時に準備

腕章、調査票（発災後の準備では間に合わ

ない恐れがあるため、平常時から準備して

おくとよい。）

・車両、携帯電話、地図（道路地図
　等）、筆記用具
・バインダー、デジタルカメラ（防
　水）、ヘルメット、作業着、雨具、
　防寒具
・調査資機材（下げ振り、巻尺、水平
　器等）

必要な資機材等

調査チームの道案内など
をその都度戸別依頼

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

調査人員の確保、他自治体等への応援要請

調査方針の決定

求める職種・資格等

２次調査等の実施準備

調査の実施

調査員を対象とする研修の実施

災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府（防災担当））

1級建築士
（2次調査時）

自治体

公益社団法人愛知県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

専門団体

調査資機材等の調達

6

〃

〃

住家被害認定調査経
験者等

判定基準に係る調整
等

総務部税務課　課長補佐

愛知県（防災安全局防災部災害対策
課）

愛知県西尾張市町村、春日井市、小牧
市、豊山町、島根県松江市

他自治体

業務名 住家被害認定調査

業務担当
総務部情報収集班

総務部税務課　課長

受援窓口
総務部情報収集班
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

●

●

● ◎

● ◎

◎ ●

● ◎

マニュアル 有無 無 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

有
1、４、
５、６

無

無

その他 無

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

7

イ　災害時に準備

・携帯電話、地図（道路地図等）、
　筆記用具

必要な資機材等

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

被災状況に関する情報収集、被災者台帳の作成

実施体制の確保（り災証明対策本部の設置等）

求める職種・資格等

相談対応

り災証明の交付

応援の要請（他自治体）、受入れ

案内、相談対応をそ
の都度戸別依頼

相談対応（住家被害認定
調査経験を希望）

総務部税務課

ア　平常時に準備

地図（住宅地図、管内図 等）、机、椅子、

パソコン、プリンター、消耗品、文房具 等

本町で準備

団体名

愛知県西尾張市町村、春日井市、小
牧市、豊山町、島根県松江市

他自治体等

応援職員の
活動環境

応援団体に依頼

●

●

自治体

町役場退職者

業務名 り災証明交付事務

業務担当
総務部情報収集班

総務部税務課　課長

受援窓口
総務部情報収集班

総務部税務課　課長補佐

交付準備（会場設営、システム端末設置など）

区分

発行事務
（短期派遣も可）

発行事務等
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【様式６】業務別受援マニュアル No.

令和４年１０月１日現在

班名
(災害対策本部)

責任者
(所属、役職、氏名)

班名
(災害対策本部)

担当者
(所属、役職、氏名)

（１）業務内容と役割分担

本町職員 応援職員

● ◎

● ◎

● ◎

● ◎

● ◎

●

●

●

マニュアル 有無 有 名称

（２）人的支援

協定の有無
協定No.

（様式３より）

無

有
1、４、
５、６

無

専門団体 有 26

その他 無

※「団体名」の本様式への記載可否等は、各団体に確認のこと。

（３）業務資源

活動拠点

宿泊場所

食料等

8

処理業者との契約

仮置場の確保（一次仮置場、二次仮置場、処理施設など）

区分

業務名 災害廃棄物処理

〃

〃

清掃・環境事業の担
当

再利用施設、最終処分場等への搬出の管理・監督

業務担当
応急復旧部衛生・廃棄物班

まちづくり部環境対策室　室長

処理計画の策定

応援職員の
活動環境

まちづくり部環境対策室

ア　平常時に準備

車両、地図（住宅地図、管内図 等）、机、

椅子、パソコン、プリンター、消耗品、文

房具 等

本町で準備応援団体に依頼

●

●

イ　災害時に準備

用地（災害廃棄物の仮置場）

・車両、携帯電話、地図（道路地図
　等）
・ヘルメット、作業着、雨具、防寒具

必要な資機材等

災害廃棄物発生量の予測

求める職種・資格等

搬入した災害廃棄物の処理（分別、破砕処理など）の管理・監督

倒壊建物の解体、解体がれきの収集・運搬の管理・監督

倒壊建物の解体の日程調整

大口町災害廃棄物処理計画

受援窓口
応急復旧部衛生・廃棄物班

まちづくり部環境対策室　課長補佐

役割分担
（●：主担当　◎：支援） 業務内容

災害廃棄物処理支援ネットワーク
（D.Waste-Net）

自治体

団体名

愛知県（環境局資源循環推進課）

愛知県西尾張市町村、春日井市、小牧
市、豊山町、島根県松江市

他自治体

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会
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【様式７】受援対象の業務資源
＜「調達担当」の考え方＞

１．全庁的に必要となる業務資源は、受援班が調達することを基本とする。

２．個別の業務で必要となる業務資源は、各部が調達することを基本とする。 令和４年１０月１日現在

班名 有無 No.
(様式３より)

1 非常用発電機用の燃料 ● － － 愛産商事株式会社 無

2 電源車 ● － －
中部電力パワーグリッ
ド株式会社　小牧営業
所

有 33

3 発動発電機 ● － － 無

4 衛星電話 ● － － 未定（要調整） 無

5 携帯電話 ● － － 〃 無

6 タブレット ● － － 〃 無

7 Wi-Fiルータ ● － － 〃 無

8 トイレ 仮設トイレ ● － －
三協フロンテア株式会
社

有 45

セッツカートン株式会
社

有 44

大和エンタープライズ
株式会社

有 46

東明工業株式会社 有 47

トヨタ自動車株式会社
サービスパーツ物流部

大口管理課
有 48

10 間仕切り － ● 〃 〃 有
44,46,47,
48

11 仮設トイレ【再掲】 ● － －
三協フロンテア株式会
社

有 45

愛産商事株式会社 無

一般社団法人愛知県ＬＰガ
ス協会尾張支部　愛北分会

有 42

13 扇風機（暑さ対策） － ●
救援救護部
避難者対策班

未定（要調整） 無

14 ストーブ（寒さ対策） ● 〃
ＮＰＯ法人コメリ災害
対策センター

有 41

15 ペットのケージ － ● 〃 未定（要調整） 無

16 医療器具 － ●
救援救護部
医療活動支援班

一般社団法人尾北医師
会

有 52

17 薬剤 － ● 〃 尾北薬剤師会 有 53

18 パレット － ●
救援救護部
救援物資班

未定（要調整） 無

19 フォークリフト － ● 〃 〃 無

20 ブルーシート － ● 〃
ＮＰＯ法人コメリ災害
対策センター

有 41

21 判定調査票 － ●
応急復旧部
公共土木対策班

印刷業者等（業務委
託）

無

22 判定ステッカー － ● 〃 〃 無

23 判定調査票 － ● 〃 〃 無

24 判定ステッカー － ● 〃 〃 無

25 腕章 － ● 総務部情報収集班 〃 無

26 調査票 － ● 〃 〃 無

27
用地
（災害廃棄物の仮置場）

－ ●
応急復旧部
衛生・廃棄物班

国、県、民間事業者・
団体など

無

28
重機
（倒壊建物の解体など）

－ ● 〃 未定（要調整） 無

29
トラック
(解体がれきの収集・運搬)

－ ● 〃
一般社団法人愛知県産
業廃棄物協会

有 26

協定No.
業務資源

（外部からの受入れ）
各部受援班

調達担当（本町）
（●：主担当）

区分
調達先

（関係機関など）

電力

健康・保健活動
（保健師、管理栄
養士等の派遣）

通信手段

災害廃棄物処理

全
庁
共
通

物資集積拠点の運
営

被災建築物応急危
険度判定

被災宅地危険度判
定

住家被害認定調査

－ －

段ボールベッド － ●
救援救護部
避難者対策班

9

12

受
援
対
象
業
務
ご
と

燃料 ●

指定避難所の運営
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班名 有無 No.
(様式３より)

30 支援物資の輸送 トラック等 － ●
救援救護部
配送調整班

未定（要調整） 無

31 応急給水 給水車 － ●
応急復旧部
公共土木対策班

日本水道協会
愛知県支部等

有 2

32
用地
（応急仮設住宅、災害公営
住宅の建設用地）

－ ●
応急復旧部
公共土木対策班

未定（要調整） 無

33 プレハブ住宅 － ● 〃 〃 無

34
民間賃貸住宅
（見なし仮設住宅）

－ ● 〃 〃 無

協定No. 区分
業務資源

（外部からの受入れ）

調達担当（本町）
（●：主担当）

調達先
（関係機関など）

受援班 各部

そ
の
他

住宅の確保
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